
 

施設の機能・規模（施設のコンセプトを達成するのに必要な機能等） 

現施設にある機能等 
必 要 度  

備 考 
A 委員 B 委員 C 委員 D 委員 E 委員 F 委員 計 

１ 

階 

プール（面積 2,614 ㎡、定員 600 人）                                                               (E 委員) 更衣室、ロッカー、シャワールームの刷新。 

 

２５ｍプール（５コース、水深 1.1ｍ～1.2ｍ） 10 10 10 10 10 10 60/60 (B 委員) 広くする。 (E 委員・F 委員) コースを増やす。 

流水プール（全長 95ｍ、水深 1.0ｍ） 10 1 10 10 1 2 34/60 (F 委員) 25ｍプールの拡大に伴い、必要に応じて縮小する。 

子供・幼児用プール（水深 0.3ｍ～0.5ｍ） 10 8 10 10 8 10 56/60 (E 委員) 広げる。 

スライダー（全長 75ｍと 48ｍの２種類） ？ 1 7 10 1 5 24/60 
(A 委員) 誰もが使えるのか。客寄せパンダ的であれば別の形に。 

(E 委員) 他のことに。 (F 委員) 改修なら維持 

ジャグジー 0 8 5 10 1 2 26/60 (A 委員) 浴室と共用？ (E 委員) なくて良い。 

展示コーナー（面積 50 ㎡） 10 8 10 10 10 8 56/60 (E 委員) 拡充、ステージも。 (F 委員) 現在の場所に限らない。 

多目的ルーム（簡易トレーニング室） 10 7 5 5 1 3 31/60 
(E 委員) 別のことに。 

(F 委員) 未利用の調理室を別の用途に利用できるように改修 

２ 

階 

障害者プール（面積 539 ㎡、定員 40 人） 

 

15ｍプール（３コース、水深 1.1ｍ～1.2ｍ） 0 10 ？ 5 10 0 25/60 
(A 委員・D 委員) １階プールと一緒にする。 (C 委員) 共用プールへ。障害者専用・優

先時間帯を設定 (E 委員) 拡充、名称変更 (F 委員) 改修なら小学生用 

ジャグジー 0 8 5 5 1 0 19/60 (A 委員・D 委員) １階プールと一緒にする。 

多目的会議室（面積 74 ㎡、定員 60 人） 10 5 10 10 10 9 54/60 
(A 委員・F 委員) 可動にして多目的に使えるようにする。 

(D 委員) 娯楽室、談話室併用 (E 委員) 小ホールとしても利用可 

講習室（面積 85 ㎡、定員 36 人） ※準備室（陶芸窯）有 10 7 10 10 10 9 56/60 
(A 委員) 可動にして多目的に使えるようにする。 (C 委員) 多目的使用へ。 

(D 委員) イベント等企画 (E 委員) 文化プログラムの場として拡充 

娯楽室（洋）（面積 50 ㎡） ※囲碁、将棋 0 7 7 5 2 2 23/60 

(A 委員) 可動にして多目的に使えるようにする。 

(E 委員) 床を変更して別の使い方で。 

(F 委員) 多目的に。もし 3 階大ホールで分割可能なら重複するため不要 

談話室（和）（面積 51 ㎡） ※談話、休憩 0 5 7 5 2 2 21/60 

(A 委員) 可動にして多目的に使えるようにする。 (C 委員) 和→洋へ変更 

(E 委員) 床を変更して別の使い方で。 

(F 委員) 多目的に。もし 3 階大ホールで分割可能なら重複するため不要 

３ 

階 

浴室（面積 284 ㎡、定員 男女各 40 人） 

 

一般浴室 10 8 10 10 10 10 58/60  

ジャグジー 10 7 10 10 10 10 57/60  

低温サウナ 10 6 10 10 5 2 43/60  

リフレッシュルーム（面積 62 ㎡）※浴室前ロビー 0 8 10 10 10 2 40/60 

(A 委員) 可動にして多目的に使えるようにする。 

(E 委員) 休憩スペースとして拡充 

(F 委員) 多目的に使えるようにする。 

大広間（和）（面積 164 ㎡、定員 100 人）※休憩、カラオケ等 10 3 10 5 10 9 47/60 

(A 委員) 和は必要 (B 委員) 別用途の検討 

(C 委員) 和→洋へ変更し、小さなホール的に。 (D 委員) 統合、縮小が必要。 

(E 委員) 多目的ホールへ変更 (F 委員) 分割できる多目的ホールに変更 

そ
の
他 

(A 委員) いずれも ICT 対応の部屋とする。会議や講習のほか、「居場所スペース（※）」や「発表スペース（ミニホール）」があった方が良い。 

※ 単にベンチがあるといったオープンスペースではなく、電源付きの協働作業スペースや、コワーキングスペースなどの交流のための作業スペース 

(E 委員) 全てにおいてバリアフリー。  (F 委員) 改修なら娯楽室（洋）の隣にある介助者控室（洋）も、多目的に利用できる防音対応の部屋に変更する。 

参考資料２（第２回北健文在り方検討委員会ワークまとめ） 


